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【発明の名称】

ヒト疾患に対するモデル動物

【請求項１】

ヒト腫瘍疾患に対する非ヒトモデル動物であっ

て，

前記動物が前記動物の相当する器官中へ移

植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍

組織塊を有し，

前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させ

るに足る免疫欠損を有するモデル動物。
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モデル動物とは

人間の病気に 類似した疾患を呈するように

人為的に操作された実験動物。

代表的なものに自発性 高血圧ラット ､老化

促進マウス などがある。
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本発明のモデル動物は、

人の腫瘍組織を動物（マウス）に移植して、

腫瘍を発現させたマウス。
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「がん」についての表現

一般的には厳密に区別せずに使っている。

がん cancer

悪性腫瘍 malignant tumor

悪性新生物 malignant neoplasm

「がん」は、広い意味での悪性腫瘍を意味して

いる。例：国立がんセンター
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「がん」は大きく2種類

《癌腫 carcinoma》

上皮性細胞に由来する悪性腫瘍、上皮癌

肺癌、甲状腺癌、皮膚癌、胃がん

《肉腫（肉性腫瘍）sarcoma》

非上皮性細胞に由来する悪性腫瘍

（白血病、骨肉腫、悪性リンパ腫）
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癌と肉腫の両方をまとめて、平仮名で「がん」

と書く。

「がん」は悪性腫瘍全般をさす言葉。

悪性腫瘍とは、腫瘍の中でも特に浸潤性があ

り、増殖、転移するなどの悪性を示すもののこ

とである。
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発明の概要

ヒトの器官から得られた腫瘍組織に相当す

る器官へ移植された腫瘍組織を持つ非ヒト

モデル動物

発明の目的

治療行為の発見

抗腫瘍物質の薬効試験

化学的敏感性
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従来技術

ヌードマウス＝胸腺の無いマウス
（外来移植組織を拒絶する能力を持たないマウス）

T細胞が著しく減少、

寿命が通常（18ｍ-24ｍ）より短い（6ｍ-12ｍ）

ヌードマウスの皮下にヒト腫瘍を移植すると当

該部位で増殖するが、転移能力を欠いた。
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発明の概要

従来は移植する際、細胞ごとに分離したが、

塊のまま腫瘍組織が本来持つ「三次元構造」

を維持し、免疫欠損動物の相当する器官へ移

植する。

これによって、ヒト中に生ずるような、増殖だ

けでなく、転移能力を有するマウスを作成でき

た。
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無効審判の取消事由

取消事由1：未完成発明に関する判断の誤り

取消事由２：実施可能要件違反

取消事由２－１：転移の未確認

取消事由２－２：転移を起こす手段の未開示

取消事由３：サポート要件違反

取消事由３－１：転移の未確認

取消事由３－２：転移を起こす手段の未開示

取消事由４：無効理由

取消事由４－１：転移の未確認

取消事由４－２：転移を起こす手段の未開示

取消事由５：甲１発明に基づく進歩性判断の誤り

取消事由５－１： (無効理由５－１に対する判断の誤り) 本件発明の認定誤り

取消事由５－２：(無効理由５－１に対する判断の誤り)一致点・相違点の認定誤り

取消事由５－３ (無効理由５－１に対する判断の誤り)相違点の判断の誤り

取消事由６：甲２発明に基づく新規制又は進歩性判断の誤り

取消事由６－１：(無効理由５－２に対する判断の誤り)本件発明の認定誤り

取消事由６－２：(無効理由５－２に対する判断の誤り)一致点・相違点の認定誤り

取消事由６－３：(無効理由５－２に対する判断の誤り)相違点の判断の誤り

取消事由７：甲３発明に基づく進歩性欠如

(無効理由５－３に対する判断の誤り)相違点の判断の誤り

取消事由８：甲４発明に基づく新規性欠如または進歩性欠如

(無効理由５－４に対する判断の誤り)相違点の判断の誤り
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争点

発明の認定：転移は発明の構成要件か

発明未完成：明細書に転移が示されているか

新規性進歩性：先行文献との関係は

裁判所の判断

取消事由５－３について理由があるので、

審決を全部取り消す。


